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会 議 録 

審議会等の 

名称 

平成２９年第８回教育委員会（定例会） 

開催日時 平成２９年６月２８日（水）１４：００～１６：１５ 

開催場所 山口市役所別館１階第２会議室 

公開・部分公

開の区分 

公開 

出席者 宮原委員長、佐々木委員、横山委員、竹内委員、佐藤委員、山本委員、岩城委員 

欠席者  

事務局 中谷教育部長、礒部教育部次長、原田教育総務課長、伊藤教育施設管理課長、江山学校

教育課長、井上社会教育課長、山田中央図書館長、磯部文化財保護課長、石川教育総務

課主幹、岡本教育総務課副主幹 

付議案件 議  案 

（１）山口市指定文化財の諮問について 

報告事項 

（１）平成２９年６月定例市議会における教育民生委員会の概況報告及び一般質問の対

応状況について 

協議事項 

（１）平成２８年度教育委員会の事務の点検・評価について 

 宮原委員長 ただいまから、平成２９年第８回教育委員会（定例会）を開会いたし

ます。 

 会議録の署名につきましては、横山委員さんと山本委員さんにお願い

したいと思います。 

 本日は、議案１件、報告事項１件、協議事項１件となっております。 

公開・非公開を確認する議案等はございませんので、順番どおりはじ

めたいと思います。 

 それでは、議案第１号の「山口市指定文化財の諮問について」、事務

局から説明をお願いします。 

磯部文化財

保護課長 

 それでは、議案第１号山口市指定文化財の諮問について御説明を申し

上げます。 

 資料といたしましては、資料①の１ページ、資料②及び本日配付資料

の資料Ａを用意いたしております。 

 資料②は、本日の議案の根拠となります文化財保護条例についてお示

しをいたしたものでございます。資料Ａが、本日２件ございます各指定

案件の調書でございます。 

 それでは、それぞれの案件について御説明をいたします。 

 資料Ａの１ページを御覧ください。 
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 これは、上堅小路、八坂神社の境内地にございます築山神社の本殿の

建物でございまして、江戸時代中期、寛保２年、１７４２年に建立され

たものでございます。もとは大内の氷上地区にございます大内氏の氏寺、

興隆寺の境内にありました東照宮の社殿と伝えられておりまして、明治

時代に現在地に移築されたものでございます。 

 資料Ａにございますように、詳細な寸法等、意匠等については省略を

いたしますけれども、桁行三間、梁間二間、入母屋造、屋根は当初は檜

皮葺であったようでございますけれども、現在は鉄板葺となっておりま

す。 

 なお、写真は資料Ａ５ページ、６ページに載っております。 

 山口市文化財審議会の委員でございまして、九州産業大学名誉教授の

佐藤正彦先生から、本殿は頭貫木鼻や組物の拳鼻の絵様などがしっかり

していて、１８世紀のごく初期の感じを持っている。いわゆる東照宮ら

しい華やかさはないが、総ヒノキ造りのしっかりしたもので、入母屋造

の本殿は県内には少なく、建立年代もはっきりしているので、市指定文

化財にする価値は十分認められるとの所見をいただいております。 

 ついては、山口市指定文化財の建造物に指定すべきと考えるところで

ございます。 

 なお、築山神社の現在の社殿は、資料の７ページ、８ページにござい

ますように、本殿、幣殿、拝殿で構成をされておりまして、拝殿につき

ましても本殿同様の価値が認められるとの所見でございましたが、所有

者である宗教法人築山神社におかれましては、維持管理等の御事情によ

り本殿のみの指定を希望しておられますことから、本殿のみを諮問の対

象とするものでございます。 

 続きまして、９ページをお開きください。 

 指定案件の２件目、朝倉八幡宮のイヌマキでございます。 

 写真が１４ページに載っております。 

 これは、朝倉町にございます朝倉八幡宮の境内に立つイヌマキという

マキ科マキ属の常緑針葉樹の木でございます。樹高は１５.５メートル、

幹囲、幹の周りの大きさですけれども、２.９メートル、枝張りは、東西

に約１５メートル、南北に約１２メートルとなっております。 

 山口市文化財審議会委員で山口市植物学会会長の南敦先生から、県下

のイヌマキの中でも最大級の大きさであり、容姿もよい、隣家と５０メ

ートル以上離れているため、仮に倒木した場合の影響も少なく、落葉が

少ないのでトラブルも少ない。天然記念物に指定し、多くの市民に見て

いただくことを望むとの所見をいただいており、山口市指定文化財の天

然記念物に指定すべきと考えているところでございます。 

 以上、１、築山神社本殿及び２、朝倉八幡宮のイヌマキの２件につい

て、山口市文化財保護条例第４条の規定により、山口市文化財審議会に
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諮問してよいかお諮りいたすものでございます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

宮原委員長  では、議案第１号について、御意見や御質問ございませんか。 

竹内委員  屋根は鉄板葺なんですね。一般的には、銅版とかで葺いてあるような

感じがします。 

磯部文化財

保護課長 

 現在は、鉄板で葺いています。 

宮原委員長  それに関連して、鉄板葺というのは、今の所有者の方がそのようにと

いうことで決められたということでしょか。 

磯部文化財

保護課長 

 屋根は、当初は檜皮だったのかもしれませんけれども、だんだん傷ん

でいき、長持ちはいたしません。銅板葺についても考えられたかもしれ

ませんが、一番安い鉄板葺で修復することになったのだろうと思ってお

ります。それらの経緯については、はっきりしない状況でございます。 

岩城委員  本殿は、現在、市の文化財に未指定なので、修理をする場合には、全

部所有者が自費で負担すると思いますが、指定された場合の負担割合は

どれくらいですか。 

磯部文化財

保護課長 

 お答えをいたします。 

 実際問題として、本殿はかなり傷んでおり、修理が必要となります。

修理費用については、市から補助が出まして、修理費用の半額、５０％

について市が負担をすることになります。 

宮原委員長  そうすると、もとに戻すわけではないと思いますが、どういうふうな

修理の仕方になりますか。例えば、市の文化財に指定されたとしたら、

最初の状態といいますか、文化財としてふさわしい状態にどういうふう

になっていくのかというのがわからなかったのでお伺いします。 

磯部文化財

保護課長 

 修理といたしましては、原則的には文化財的な修理となりまして、も

との状態に戻すというようなこともあり得るわけですけれども、文化財

的な修理というのはすごく費用がかかりますので、所有者さんの負担で

きる金額というのもございます。そうした中で、ここだけはどうしても

こういうふうに修理をしてくださいというお話もございますが、最低限、

現状を維持する、例えば、雨漏りをとめるなど、そういうふうな修理を

やっていくことになろうかと思っております。 

宮原委員長  わかりました。 

佐々木委員  このたびは、本殿のみを対象ということだったかと思いますけど、本

殿のみを所有者が望まれていて、本殿をそのように市の指定文化財にす

る、本殿のみを対象にするということは、双方利益があるというか、そ

ういうことなのだろうと思います。要は、部分的に指定する感じになり

はしないかとか、あるいは、本殿に非常に価値があって、所有者の方も

それを文化財に指定することを望んでおり、市としてもそれのみであっ
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ても文化財に指定することに意味があるというようなことなのかと思っ

ていますが、もう少し事情等を説明していただけるとありがたいです。 

磯部文化財

保護課長 

 築山神社というのは、先ほど御説明もいたしましたとおりに大内氏の

氏寺である興隆寺にありました東照宮を移築したものでございます。 

 当時、移築をしたときに持ってきたのは、本殿と拝殿のみで、真ん中

の幣殿につきましては、明治時代に新たに造ったものですから全く関係

がございません。 

 全てを指定すると、かなり傷んでいますので、お宮さんの修繕費の負

担が大きくなります。現在、屋根も雨漏りをするということでシートを

全部かぶせてあったり、横から木材でつっかえをしたりするなど、かな

り傷んでいる状態で、本殿、拝殿全てを修理するということになると、

お宮さんの負担能力を超えるということです。お宮さんもいろいろと考

えられた挙句、本殿のみを残し、拝殿と幣殿については解体したいとい

う御意向を伺っております。 

 また、当該敷地は暗く、陰に隠れたようなところですので、中学生や

高校生がたばこを吸ったりすることがあるらしく、なるべく見通しがき

くようにしたいという御意向もございます。 

 そうしたことから、本殿のみを残して、それについては修理したいと

いう御意向で現在の状況に至っております。 

佐々木委員  ありがとうございました。 

山本委員  この状態で審議会に諮問したときに、審議会から条件つきで返ってく

るということは考えられるのですか。 

 例えば、屋根の鉄板葺をかわら葺の昔の形に修復することを条件に指

定しましょうというようなことです。 

磯部文化財

保護課長 

 今まで私が審議会の中で経験した限りにおいては、そういう条件をつ

けてということはございません。本体が一番大事で、それが江戸時代の

初期につくられたものであるということですので、まずはその本体がき

ちんと残っているというのが一番の重要事項でございます。継続審議に

なるか、指定になるかというのが、今までの状況でございます。 

宮原委員長 

 

 ほかにはございませんか。 

 ないようでしたら、議案第１号について承認される方は挙手をお願い

いたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 それでは、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告第１号の平成２９年６月定例市議会における教育民生委員会の概

況報告及び一般質問の対応状況について、事務局から説明をお願いいた
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します。 

中谷教育部

長 

 それでは、まず６月の定例市議会の議案審査の結果についてでござい

ますが、先般の定例の教育委員会において御審議いただきました平成２

９年度一般会計補正予算、平成２８年度山口市一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告、山口市立小学校情報教育用タブレット端末等の取得につ

いてという３つの議案について御審議をいただきましたが、全て市議会

において可決をいただいたところでございます。 

 それでは、資料の③になりますが、こちらで御説明をさせていただき

ます。 

 まず、１ページを御覧いただきたいと思います。 

 教育民生委員会において３件の概況報告をいたしております。 

 まず、１つ目は、鋳銭司・陶地区文化財総合事業についてでございま

す。 

 中段あたりになりますが、平成２９年度から主要事業となります史跡

周防鋳銭司跡の発掘調査を実施するということで、今年度は調査時期を

９月から１０月という予定をいたしております。この調査過程におきま

しても、遺物の整理や土器の接合など一連の作業について、地域の子ど

もたちから大人までさまざまな方にかかわっていただけるよう仕掛けづ

くりを進めていきたいということで報告をいたしております。 

 ２点目。２ページになりますが、図書館活用推進事業の取り組みにつ

いてでございます。 

 「日本一 本を読むまち」の実現に向けまして、図書館利用層の拡大

を図るということを目的にきっかけづくりとなる取り組みを進めており

まして、４月５日からサッカーチームレノファの応援コーナーの設置を

いたしております。 

 また、こども読書週間の期間中の４月３０日に、市立図書館全６館の

統一企画として、第３回「こどもワイワイ図書館」を開催いたしており

ます。６館合わせまして７,１００人の来館がございましたことを２点目

として御報告いたしております。 

 ３ページになりますが、３つ目として放課後児童クラブの待機児童の

解消に向けた健康福祉部との連携による小学校の夏季休業期間中の取り

組みについてということで、夏季休業期間中につきましては、放課後児

童クラブへのニーズが高まることから、教育委員会におきましても、夏

季休業期間中における小学校を利用した放課後児童クラブの開設につい

て健康福祉部と連携して取り組みを進めているところでございます。 

 さまざまな学校施設を利用するに当たっては課題もございますが、い

ずれにしても教員の過重な負担が発生しないよう配慮を進めるととも

に、学校運営に支障がないように工夫しながら調整を進め、教育委員会

と健康福祉部が一体となって臨時学級の開設に向けて取り組んでまいり
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たいということで御報告をいたしております。 

 ただ、運営体制については苦労しておりまして、まだできるところが

明確になっていないという状況もございますが、ぎりぎりまでこの取り

組みを進めたいというような状況を申し上げましたことも報告をさせて

いただきます。 

 続きまして、５ページに移りましては、６月定例市議会の一般質問及

び質疑の状況でございます。 

 ６月市議会では、８人の議員の皆様から１８項目の質問がございまし

た。 

 ５ページ目から順に項目を申し上げますと、まず西村議員さんのアの

教育問題についてということで、教育再生に係る諸問題から中学生の無

料学習支援まで４つの項目について御質問がございました。 

 それから、６ページに移りまして、中野議員さんから、イの多様な教

育機会の創出についてということで、クリエイティブ人材育成や平和教

育についての御質問がございました。 

 それから、其原議員さんから障がい者スポーツについてということで、

③の教育現場における取組、ウの安心・安全の取り組みについてという

ことで、子どもの安全、これは通学路の防犯カメラの設置についての御

質問がございました。 

 それから、尾上議員さんからは、エの小規模学校の保護者負担、学校

規模によって保護者の負担が異なっているのではないかということにつ

いての御質問がございました。 

 ７ページに移りまして、宮川議員さんから犬・猫処分ゼロについての

項目の⑤学校教育での取り組みということで、動物愛護に関する御質問

がございました。 

 ８ページに移りまして、小田村議員さんから小・中学校における安全

対策についてということで、全校引き渡し下校訓練後のハード面での課

題ということで御質問がございました。 

 それから、馬越議員さんからは、アの教育行政についてということで、

教職員の勤務状況、免許状失効者の授業実施、タブレット導入における

アプリケーション、エアコンの導入についての４項目。それから、イの

危機管理について、小・中学校における避難訓練の項目についての御質

問でございました。 

 ９ページに移りまして、桜森議員さんの、これは市長答弁でございま

すが、イの総合教育会議についてということで、総合教育会議の内容と

いじめ対策について、市長への御質問がございました。また、ウの教育

行政についてということで、学力向上への取り組み、家庭環境と学力と

いうことで、これは子ども貧困対策等についてでございますが、以上、

８名の議員の皆様から御質問がございました。 
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 今回はいろいろなところからの質問がございましたが、子どもの学力

を見据えながら新学習指導要領への対応、準備というようなことも含め

まして、小学校の英語の教科化、プログラミング教育の円滑な実施につ

いてどのように充実していくのか、どういう準備を進めていくのかとい

うようなことについて不安を感じておられる印象がございました。 

 そういったことに関する質問についての御答弁を紹介させていただき

たいと思います。 

 まず、１７ページを開いていただきたいと思います。西村議員の英語

の教科化についての御質問でございますが、ページ中段ぐらいからです

が、平成３２年度から完全実施となります小学校新学習指導要領におき

ましては、５、６年では教科として週２時間、３、４年では週１時間の

活動型の授業が導入されることとなっております。英語と初めて出会う

３、４年生がネイティブスピーカーである言語指導助手の話す生きた英

語から日本語との音声の違いに気づくことは、グローバル化した世の中

を生きる子どもたちにとって非常に大きなことであり、その後の外国語

教育の有効な入り口となると考えられることから、子どもたちの興味、

関心や意欲を高めるためにもＡＬＴの計画的な増員について検討してい

るところでございますといった、ＡＬＴの増員や教職員の研修などの準

備状況について答弁いたしたところでございます。 

 続きまして２６ページをお開きいただきたいと思います。中野議員さ

んからの多様な教育機会の創出についてのうち教育現場における取り組

みについての御質問に対する答弁でございます。 

 上から４行目になりますが、本市における地方創生の取り組みにおい

ては、地域資源や知的資産を活用したイノベーションによる地域経済の

拡大を図る上で必要なクリエイティブな能力を有する人材を育成してい

くことが重要となっております。こうした中、将来にわたって人材の集

積を図っていくためには、地方創生の取り組みの一環として策定された

クリエイティブ人材育成に係る地域再生計画を視野に入れながら、新学

習指導要領に対する本市の具体的な対応策について検討していくことが

求められているものと認識をいたしております。このため、新学習指導

要領に基づき、クリエイティブな活動の素養となる論理的思考やコミュ

ニケーション能力を養っていくことが教育課題の解決、さらには地方創

生の一助となるものと考えております。具体的に申し上げますと、平成

３２、３３年度から小・中学校において新学習指導要領に基づく取り組

みが開始されまして、教育委員会といたしましては、このクリエイティ

ブ人材の育成と深く関係いたしますのが新学習指導要領の柱の一つでご

ざいます主体的・対話的で深い学びであると捉えております。児童・生

徒一人一人が自分の個性や身につけた能力を捉え、それを生かして仲間

とともに学び合い、課題を解決していく学習やＩＣＴ機器を活用した授
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業を初めとする各教科において自分の意図を表現するための情報収集方

法や組み合わせ方、表現の改善の仕方などを論理的に考えるプログラム

的思考を育んでいく学習などを確実に進めることで、クリエイティブな

人材の育成の素地を養いたいと考えておりますということで、地方創生

における人材育成と新学習指導要領が同じ方向性を持って進んでいる、

こういった趣旨の答弁をさせていただいております。 

 続きまして５９ページの６行目からでございます。馬越議員さんの教

育行政についてのタブレット導入におけるアプリケーションについての

質問に対する答弁でございます。 

 議員御案内のとおり、現在は、各学校の創意工夫に基づいてデジタル

教科書や学習アプリケーションを導入している状況もございますことか

ら、学校間での格差が生じないように、山口市の全ての学校で利用でき

るアプリケーションの導入につきましても、費用面も考慮しながら検討

してまいりたいと考えております。また、山口大学やＹＣＡＭ等と連携

して市独自のアプリケーション開発を模索してはどうかとの御提案でご

ざいますが、議員御指摘のとおり、ＹＣＡＭはその特色とも言える教育

ラボを有しておりますことから、教育委員会といたしましてもさまざま

な面で連携した学びの実現に期待しているところでございまして、現在、

ＹＣＡＭ側と意見交換を行っているところでございます。教育委員会と

いたしましては、新学習指導要領により平成３２年度から小学校におけ

るプログラミング教育の必修化なども予定されておりますことから、今

後も引き続き、山口大学やＹＣＡＭと連携した効果的な教材の開発につ

いても模索してまいりたいと考えておりますということで、これは、Ｉ

ＣＴ機器の有効な活用を図りながら、新学習指導要領に対応していく方

向性についてその答弁をしたところでございます。 

 これ以外にも、先ほど最初に御紹介したとおり８名の方から１８項目

の御質問がございましたので、全ては御説明ができませんが、お手元の

資料を参考にしていただければと思っているところでございます。 

 私からの御報告は、以上でございます。 

宮原委員長  ありがとうございました。たくさんの質問があったので、対応、本当

にお疲れさまでございました。ありがとうございました。 

 では、報告第１号について、御意見や御質問はございませんか。 

 私から２つほど、５２ページの馬越議員さんの質問の中に、１つは真

ん中あたりの、土曜日の部活動の時間は１０年前に比べて２倍になって

おりますとありますけれども、２倍になっているというのはどういうふ

うな状況で２倍になっていくのでしょうか。 

江山学校教

育課長 

 これは、文部科学省が公表した資料をそのまま使って答えております

が、１０年前の活動時間と今回調査した時間が２倍になっているという

ことで、市が独自に持っている個別の資料ではなく、国内全体の流れと
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して答弁させていただいたところでございます。 

宮原委員長  山口市についてはどうですか。部活動の時間は、年々ふえていってい

る感じなのでしょうか。 

江山学校教

育課長 

 中学校の場合は、部活動の時間というのは時間外になっておりますが、

時間外については非常にふえております。議会のときに、どこまで数字

を表に出すかということを県に確認いたしましたが、個別の数字を出す

のは控えてくださいという回答があったところでございます。 

 例えば、中学校でいえば、朝練を行っている時間が１時間、８時から

４時半まで仕事をして、それから先の６時まで部活動を行えばそこで２

時間、併せて３時間。席に戻って８時から９時ぐらいまで残れば合計で

５時間以上になります。それらを足し算して、さらに、土日に部活動を

行った時間を足し算いたします。時間外が１００時間を超えると死に至

るとか、個別に医師の診断を受けないといけないという決まりごとがあ

り、各学校の全ての先生についてそういったデータを提出してもらって

おり、既にその数字はつかんでおります。 

 県におかれましては、それらのデータをもとに業務改善をされており

まして、市教委につきましても業務改善をしながら時間外勤務を減らし

ていくことに取り組んでまいります。今年度は、新たにパソコンで管理

することができる勤怠システムを全学校に導入いたしました。これは、

カードをかざすだけで出勤、退勤の情報が記録されるシステムでござい

ます。システムの導入により、今までよりも出勤、退勤時間を正確に把

握できますので、時間外勤務の時間が増加するものと考えています。管

理職には、自分の学校の教員の働き方を知った上で、業務改善をしっか

り図っていただき、教育委員会としては、その現場の様子を知った上で、

全体としての業務改善を図るということを目指しております。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 下のほうにＩＣカードリーダーとありますけど、これのことですね。

パソコンにかざすと、退社時間が記録されるということですね。 

江山学校教

育課長 

 カード読み取り用の機器にカードをかざしたら、おはようございます

という感じで朝の時間が記録されて、帰宅時にかざしたら、お疲れさま

でしたという感じで、例えば、７時５０分から２０時何分という情報が

記録され、時間外勤務時間が何分ですというのを自動で計算してくれる

ソフトが入っております。 

宮原委員長  きちんと使われたらいいですけど、カードをかざした後でもまだ残業

される方が時々いらっしゃったりするかもしれませんね。 

江山学校教

育課長 

 忘れた場合には、手動で打ち込むこともできるようになっております。 

宮原委員長  県も市も、勤務超過にならないようにということでそういう方向性を

持って進めていくことになりましたけれども、各学校の管理職の方々は
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いかがですか。同じ方向性でやっていこうという感じはありますか。 

江山学校教

育課長 

 県が３年間で３０％削減というのを掲げており、それを管理職に指導

いたしますが、管理職がその気にならないとそれはできません。 

 ただ、その中で、各学校で削るところと、県教委、市教委が学校に対

してどれだけ業務を減らすことができるかという部分がございます。現

在、各学校で削減の方法を検討しながら、市教委としては、県教委に業

務の削減要請をするとともに、学校に対しても可能なかぎり業務削減を

図りますと伝えております。 

中谷教育部

長 

 １６ページを御覧いただきたいと思いますが、西村議員さんの教職員

の超多忙化と長時間労働についての答弁についてです。今まさに江山課

長が申し上げたその管理職の考え方と、実は、本日の学校訪問のときに

そういう話が出たのですが、やはり地域との連携、地域の方が協力して

くださる中で、学校の先生たちが自分たちは長時間勤務になるから出て

こないということは、実際にはなかなかできなくて、いろんな意味で勤

務時間そのものが伸びているような状況があるようでございます。 

 一つは、その管理職の取り組みと合わせて、地域が学校に何を望んで、

どのような機能を学校に持たせていくのかということを一緒になって考

えていくような土壌をつくっていくことをも考える必要がございます。

地域の人が出てくれるのに先生が休むわけにはいかないとか、そういう

状況にもなってまいりますので、そういうことも含めた、少しずつ文化

をつくっていくぐらいの時間のかけ方というのも必要なのかなというよ

うな議会での議論にもなっております。 

 以上でございます。 

宮原委員長  ありがとうございます。 

 ほかに何かありませんか。 

竹内委員  １６ページから１７ページの教員免許の更新のことです。今回、更新

を失念して、辞めたといいますか、ストップがかかったような状態です

が、こうした場合に、例えば車の免許だったら運転免許の管理センター

から、更新についての事前通知があるとおもいますが、こういうシステ

ムみたいなものはできないのですか。 

宮原委員長  江山課長。 

江山学校教

育課長 

 そのことについては、文科省が取り組もうとしております。また、各

学校に県から送られてくるデータには、名前に赤いマークがついており

ますので管理職がそれを見て、免許更新の該当者も把握できるようにな

っております。その時点で、管理職から該当者に更新手続きをしたかど

うかについて問いかけをしております。今回の案件の場合も同様で、管

理職が問いかけをいたしましたが、失効者本人が、手続を完了している

と思い込んでいたため、結局、失効したということになっております。 

 今後、３０年に１回目の免許更新が終わった人が、２回目の免許更新
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をむかえますので、その３０年問題に備えて文科省が一元的なデータ管

理に取り組もうとしているところでございます。 

宮原委員長  ほかにはございませんか。 

佐々木委員  先ほどの、いわゆる働き方改革関連のことについて、地域の方が土曜

とか日曜日にいろいろな形の手伝いで学校に来られるということもある

ので、学校の教職員も出ざるを得ないということもあると。その一方で、

学校の教員が、私たちは出て来ているのに地域の人たちは出て来ていな

いではないかという声をしばしば耳にします。 

 これは、以前の定例会でも意見を述べたことがありますが、私個人は、

ある程度健全な分業化を進めていくべきだと思っているので、そういう

地域の方が学校に支援に入ったときに、例えば、私たちは５人入ってい

るから教員も５人来てほしいとか、入っているのだからほとんどの教員

が来るべきだというような発想は持っていません。持つべきでもないと

思います。ただ、そこに至るまでに、ある種、こういう言い方をすると

不遜の言い方になりますけど、地域の方を啓発するというか、強化する

というか、この事業とかプログラムは、例えば学校がやっているけども

主体は地域の方でとか、あるいはこれはこうこうこういうような事情で

教員には出てこなくていいというようなことを説明しているとかという

ようなことに関する説明があまりないので、来ているのに何で教員側は

来ていないのかというような、そのことを結構耳にします。 

 後ほどの事務の点検・評価のところでも、例えば芝生の維持管理を一

緒にやるみたいなことがあって、それはそれで結構なことですけど、別

の市では、芝生化は地域の方が言われたことなので学校は一切協力しま

せんと。きつい言い方で言うと、はっきり線を引いて、了解していただ

いているみたいなところがあります。線引きは、し過ぎるとよくないと

いうこともわかりますが、あまりしなさ過ぎて、ただ単に活動だけが先

行すると、なぜ私たちが出て来ているのに教員は出て来ていないのかみ

たいなことを、しばしば耳にするものですから。啓発というのではあり

ませんが、何かお知らせというか、先程お話に出た、文化形成というか、

そういうことだと思いますけど、進めていっていただきたいなという気

持ちがあります。 

 以上です。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 ほかには御意見や御要望のようなものはありませんか。 

 それでは、協議事項のほうに移ります。 

 協議第１号の平成２８年度教育委員会の事務の点検・評価について、

事務局から説明をお願いいたします。 

磯部教育部

次長 

 それでは、協議事項、平成２８年度教育委員会の事務の点検・評価に

ついて御説明させていただきます。 
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 資料の④と④─１というのがございます。こちらのほうで説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条では、教育委員会

は毎年その権限に属する事務の管理と執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、それを議会へ提出するとと

もに公表しなければならないとされております。また、その点検・評価

を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図

るものとされております。 

 山口市教育委員会では、山口市教育振興基本計画に基づきまして各事

業に取り組んでおりますが、この教育振興基本計画は山口市総合計画の

分野別の計画でありますことから、教育委員会の主要な事業はこの山口

市総合計画の実行計画事業として位置づけられております。こうしたこ

とから、この実行計画事業についての成果をまとめました、これは、去

年の平成２７年度の事業の成果報告でございますけれども、こちらの成

果報告書を地教行法第２６条の定める報告書といたしまして、今からの

この成果報告書を作成していくに当たりまして教育委員会に点検・評価

をいただくことといたしております。 

 それでは、具体的な評価の説明に入ります前に、お手元の資料に基づ

きまして、簡単ではございますけれども、行政経営サイクルやスプリン

グレビューなどの説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、資料④を御覧ください。 

 １枚めくっていただきまして、１ページでございます。上側に図を示

しておりますので、こちらを御覧ください。 

 まず、本市が進める行政経営システムの施策体系について御説明をい

たします。 

 総合計画では、本市がめざすまちの姿というのがございまして、その

実現に向け政策を定め、その政策目標を実現するための具体的な手段と

してその下に施策を定め、その施策目標を実現するための基本事業を、

さらにその基本事業の目標を実現するための事務事業を定めるといった

施策体系をとっております。それぞれの階層が上の階層を実現するため

の手段となっておりまして、下位の階層の成果が上位の階層の成果に貢

献をしていき、最終的にだんだん上のほうに上がっていき、めざすまち

の姿を実現していくというのが、本市が進めております行政経営の仕組

みとなっております。 

 もう少し具体的に御説明いたしますと、この資料の最後のページ、７

５ページを御覧ください。 

 山口市総合計画の概要、こちらでございますが、総合計画では本市の

将来の都市像、本市がめざすまちの姿として、「ひと、まち歴史と自然

が輝く 交流と創造のまち 山口」としております。この将来都市像を
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実現するための政策の柱としまして、協働によるまちづくりと広域県央

中核都市の創造を掲げておりますとともに、健康福祉や教育文化など分

野別の課題に対応した取り組みの方向性を、８つの政策として定めてお

ります。また、それぞれの政策の下にはその政策目標を実現するための

具体的な手段となります施策を定めております。 

 教育委員会の事業は、この中の政策２「いきいきいと子どもが育ち、

人がよりよく生きる、文化をはぐくむまち」、この中に位置づけをして

おります。 

 続きまして、１ページにお戻りください。 

 スプリングレビューとはというところを御覧ください。 

 図でお示ししておりますけれども、本市の行政経営はＰｌａｎ、Ｄｏ、

Ｓｅｅのサイクルで回しております。このうち、スプリングレビューは

このＳｅｅの部分でございまして、施策、基本事業、事務事業につきま

してそれぞれ点検・評価を行って、先ほどの主要な施策の成果報告書と

してまとめることとしております。 

 そして、このスプリングレビューによって点検評価した結果につきま

しては、次年度以降の事業展開や財源配分を検討する判断材料として活

用し、事業計画や予算編成につなげていくものでございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 評価の視点と計画への反映でございます。 

 まず、施策と基本事業につきましては、成果指標をどれだけ達成した

か達成度を評価して、達成できた原因や達成できなかった原因について

分析を行いまして、それを翌年度以降の施策全体の取り組み方針の設定

やそれを実現するための最適な事業の組み立てにつなげてまいります。 

 また、事務事業につきましては、上位の施策や基本事業への貢献度や

成果、コストの視点から事業の進め方がふさわしいかの評価を行いまし

て、次年度以降の最適な事業の進め方の改善につなげるものでございま

す。 

 続きまして、３ページでございます。 

 スプリングレビューと決算でございます。 

 アンダーラインを引いておりますとおり、スプリングレビューの評価

データがそのまま主要な施策の成果報告書として活用されますけれど

も、教育委員会の事業につきましては、委員の皆様からいただきました

御意見等を踏まえてこのスプリングレビューの評価データを修正させて

いただくこととしております。最終データの吸い上げにつきましては８

月末を予定しておりますので、それまでに学識経験者の皆様の御意見な

どもいただきながら、教育委員会としての点検・評価の結果を取りまと

めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、４ページでございます。 
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 平成２９年度の行政経営のスケジュールでございますけれども、この

スプリングレビューを５月に実施いたしまして、前年度の点検・評価を

行ったところでございます。その結果に基づいた取り組みの方向性や事

業の見直しなどを８月のサマーレビュー、それから１０月にオータムレ

ビューを行いますが、これによって精査をいたしまして、次の年度の予

算編成方針、予算編成作業、さらには平成３０年度以降の実施計画、実

行計画につなげていく流れとなっております。 

 それでは、次の５ページからがそれぞれの評価となります。このうち、

私からは、施策と基本事業の評価について御説明をさせていただきまし

て、各課長からは所管するそれぞれの事務事業に係る評価についての御

説明をさせていただきます。 

 それでは、５ページでございます。 

 ５ページは、政策０２いきいきと子どもが育ち、人がよりよく生きる、

文化をはぐくむまちを実現する手段のうち、施策０２─０１お互いを認

め合い、人権を尊重するひとでございます。この施策には、０２─０１

─０１人権意識の向上から０２─０１─９９施策の総合推進まで４つの

基本事業を定めております。人権に関する事業につきましては、市長部

局の地域生活部人権推進課で進めておりまして、教育委員会としては事

務事業を持っておりませんが、人権推進課と連携をとりながら人権教育

等の取り組みを進めているところでございます。 

 続きまして、６ページを御覧ください。 

 各施策で目標の達成状況を数値ではかるための成果指標を設定してお

りまして、施策の０２─０１では、人権が尊重されているまちであると

思う市民の割合を成果指標として設定をしております。 

 グラフの見方を御説明いたしますと、指標の右側のグラフの上に、単

位、基準値、実績値、目標値とございますが、このうち基準値につきま

しては、山口市総合計画が策定されました平成１９年度の前の年、平成

１８年度の数値を基準値としております。それから、目標値でございま

す。これは、総合計画の最終年度となりますことし、平成２９年度にお

ける目標値となっております。それから、この表の右側の上になります

けど、指標の動きというのがございますが、これは２７年度から２８年

度にかけてのどういうふうに動いたか、推移状況を向上、横ばい、低下

というのをそれぞれあらわしているものでございます。その下の目標達

成度につきましては、平成２９年度の目標値に対する２８年度の達成状

況を高、中、低の３種類であらわしております。 

 なお、この成果指標のデータでございますが、市の取り組みについて

毎年実施しております１８歳以上の市民５,０００人を対象としました

市民まちづくりアンケートの集計結果の数値となっております。 

 この指標でございますが、数値を見ますと、平成２８年度の実績値は
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前年度と同様７２.０％となっており、ここ数年横ばいで推移している状

況でございます。主管部局の地域生活部では、今年度目標値の達成に向

け、市民、学校、地域、企業等と連携を図りながら人権教育や啓発活動

等に努めることとしております。 

 続きまして、７ページを御覧ください。 

 施策の０２─０２でございます。楽しく学び、生きる力をはぐくむ子

どもでございます。この施策では、施策を実現する手段として０２─０

２─０１確かな学力の定着のほか、あわせて８つの基本事業を定めてお

ります。 

 次に８ページ、御覧ください。 

 この施策０２─０２の施策がめざす姿というのがございますけれど

も、子どもたちが豊かな心と、確かな学力、たくましく生きる力を見に

つけ、学校で楽しく学んでいますというふうにしております。これが、

施策のめざす姿でございます。 

 ここでは、成果指標として指標①と②で、学校生活を楽しんでいる児

童の割合と生徒の割合をそれぞれ設定しております。この数値は、市内

の小・中学生を対象としたアンケート結果に基づくものでございます。 

 まず、指標の①学校生活を楽しんでいる児童の割合につきましては、

前年度と比較いたしまして０.４ポイントの減となっておりますが、これ

までほぼ同水準で推移しており、目標値を達成、維持しているところで

ございます。それから、指標の②でございます。生徒の割合につきまし

ては、全年度に比べ０.１ポイント減となっておりますが、こちらも目標

値を達成しております。それぞれ評価欄に記載しておりますけれども、

今度とも教職員の資質向上や相談体制、生徒指導の充実など、さまざま

な施策を継続展開していくとともに、不登校やいじめなどの学校課題に

取り組んでいくこととしております。 

 続きまして、９ページでございます。 

 ９ページは、この施策０２─０２を実現するために取り組む基本事業

の１つ目でございますが、０２─０２─０１確かな学力の定着でござい

ます。児童や生徒の学力が身についたかをはかる指標を設定するのが困

難でございますために、ここでは学力を身につけるための手段の一つで

あります教員１人に対する児童数、生徒数というのを成果指標にかえ、

代替指標として設定しております。指標は、教員１人当たりの生徒、児

童の数となりますので、数値が低いほうがよいということになりますが、

まず指標の①につきましては、前年度比で０.５ポイントの減少で、目標

値を達成いたしております。また、指標の②につきましても、同じく前

年度比で０.７ポイント減となっております。今後、児童・生徒一人一人

に応じたきめ細やかな教育課程の実現に努めることといたしておりま

す。 
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 続きまして、次の１０ページにつきましては事務事業でございますの

で、こちらにつきましては、後ほど各課長から御説明させていただきま

す。 

 それから、１１ページ御覧ください。 

 基本事業０２─０２─０２現代的課題に対応した教育の充実でござい

ます。成果指標の地域の力を授業で活用している学校の割合につきまし

ては、部活、学校行事、授業、児童・生徒が参加するＰＴＡ行事などで

地域の人材を活用した学校の割合を指標としておりまして、これは１０

０％となっております。地域の教育力の活用につきましては、特に学校

行事や総合的学習において活発に取り組んでおりまして、今後もコミュ

ニティスクール推進事業など継続して実施することとしております。 

 続きまして、１５ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０２─０３豊かな心と健やかな体の育成でございま

す。成果指標は２つございまして、指標①学校図書館図書標準の達成状

況につきましては、計画的な取り組みによりまして平成２５年度に全小

中学校において図書標準を達成いたしております。今後は、図書標準の

達成を維持しつつ、蔵書の内容の充実に取り組むことといたしておりま

す。 

 また、指標の②食に関する指導を実施した学校の割合につきましては

１００％でございます。今後も、望ましい食生活習慣の形成や食材を育

む自然や食文化についての理解を努めることとしております。 

 続きまして、２０ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０２─０４教育環境の整備でございます。まず、成果

指標①の小・中学校の耐震化率につきましては、平成２７年度で全施設

の耐震化を達成いたしました。それから、指標②の小・中学校における

教室充足率につきましては、普通教室を優先に必要な教室の確保に努め

ておりますが、一部の学校では特別教室の不足が恒常化しております。

今後も、児童・生徒数の動向に注視し、必要な教室の確保に努めてまい

ります。 

 指標の③と④コンピューター１台当たりの児童数・生徒数につきまし

ては、１台当たりの人数でございますので、数値が低いほうがよいとい

うことになります。指標の③コンピューター１台当たりの児童数につき

ましては、前年度の７.４人から７.３人となり、また指標④のコンピュー

ター１台当たりの生徒数につきましては、平成２８年度にタブレット端

末を導入したことなどによりまして、前年度の７.３人から５.２人へと向

上をいたしております。 

 今年度におきましては、小学校９校分の授業用のタブレット端末や電

子黒板などの機器を導入することとしておりまして、国の達成目標充足

に向けて整備を進めてまいりますとともに、学習への効果的な活用や教
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室のＩＣＴ化など教育の情報化を進めることとしております。 

 続きまして、２９ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０２─０５教職員の資質の向上でございます。 

 ２つの成果指標はいずれも代替指標でございますが、指標①の学校一

校当たりの年間校内研修実施回数につきましては、基準値や目標値を大

きく上回る水準で推移をしておりまして、今後も引き続き充実させてい

くこととしております。 

 指標の②児童・生徒による授業評価を計画的に実施している学校の割

合につきましては、平成２５年度から全ての学校で授業評価が行われて

おりまして、こうした取り組みを児童・生徒の視点を生かした授業の工

夫改善へとつなげていくことといたしております。 

 続きまして、３１ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０２─０６就学の支援でございます。 

 成果指標の経済的理由で就学できない児童生徒数につきましては、ゼ

ロ人でございます。今後も引き続き就学支援制度の周知を図るとともに、

真に支援が必要な児童生徒への重点的な援助を行っていくこととしてお

ります。 

 続きまして、３３ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０２─０７幼児教育の充実でございます。 

 成果指標の幼稚園や保育所（園）で就学前教育を受けている幼児の割

合につきましては、前年度比で０.２ポイントの低下となりましたが、お

おむね同水準で推移をしております。今後もさまざまな機会を利用した

情報交換などによりまして啓発を図っていくことといたしております。 

 続きまして、３７ページを御覧ください。 

 施策０２─０３家庭、地域、学校の連携で、すくすくと育つ子どもで

ございます。 

 この施策では、０２─０３─０１家庭教育の充実を初め４つの基本事

業を定めております。 

 この施策の成果指標につきましては、次の３８ページでございます。 

 指標①の地域での子育て活動を実践している市民の割合につきまして

は、これはまちづくりアンケートの集計結果の数値でございますが、前

年度と同じく１８.１％で、目標値を達成しております。この指標がさら

に増加しますよう、具体的な支援策や諸施策の展開に取り組んでいくこ

ととしております。 

 また、指標②の地域において子どもが健全に育成されていると感じる

市民の割合、これにつきましてもまちづくりアンケートからの数値でご

ざいます。前年度比で１.１ポイント低下をしておりますが、目標値を達

成しております。引き続き、各地域の青少年健全育成活動の支援や地域

の人材を活用した教育支援体制の充実を図っていくこととしておりま
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す。 

 次に、３９ページを御覧ください。 

 ３９ページからは政策０２─０３の基本事業となります。 

 まず、０２─０３─０１家庭教育の充実でございます。 

 指標①の家庭教育力向上のため、学習・話し合い・工夫をしている保

護者の割合につきましては、まちづくりアンケートからの集計結果でご

ざいます。前年度比で１.１ポイント上昇いたしましたが、ほぼ近年横ば

いで基準値と同水準のままでございます。今年度の目標値の達成に向け

まして、家庭教育講座の内容の向上や啓発に努めることとしております。 

 また、指標の②家庭教育に関する講座への参加者数は、前年度比で３

１８人減少いたしましたが、目標値を達成いたしております。今後とも、

講座の拡充に努めることとしております。 

 次に、４１ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０３─０２地域と学校の連携でございます。 

 指標①の様々な学習を支援するボランティア活動の延べ件数につきま

しては、前年度と比較して９９件減少しております。今後も、やまぐち

路傍塾や地域協育ネットなどの取り組みを総合的に進めていくこととし

ております。 

 また、指標②の開かれた学校づくりに対する地域住民の満足度につき

ましては、基準値など、当初この指標をはかる対象としておりました学

校評議員制度はコミュニティスクール、学校運営協議会の制度の導入に

より廃止となりましたことから、現在数値の把握はできないものでござ

います。学校運営協議会の制度の導入によりまして、これまでに増して

地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりをしてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、４４ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０３─０３青少年の健全育成でございます。 

 指標①の青少年健全育成に関する市主催の研修会・啓発行事への大人

の参加者数につきましては、前年度と同数の１,７４０人となっており、

目標値の達成に向けて研修・啓発活動を進めてまいります。 

 また、指標の②補導、検挙された少年の数につきましては、長期的に

減少傾向にあり、目標値をクリアしております。引き続き、関係機関と

の連携強化を進めることとしております。 

 続いて、４７ページを御覧ください。 

 このページからは施策０２─０４文化、芸術、歴史にふれ、心豊かに

生きるひとでございます。 

 この施策には、０２─０４─０１から０２─０４─９９まで６つの基

本事業を定めておりますが、このうち教育委員会が関係しておりますの

は、基本事業０２─０４─０３郷土の歴史や文化の保護・継承でござい
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ます。 

 ４８ページを御覧ください。 

 指標①の様々な芸術、文化にふれる機会があった市民の割合につきま

しては、前年度と比較して１.９ポイントの減少となっており、基準値と

比べまして低い水準での横ばいの状況でございます。これは、主管部局

はふるさと創生部でございまして、今後さらなる芸術、文化に触れるこ

とのできる機会の創出に努めることとしております。 

 また、指標の②山口市の歴史や文化に誇りや愛着を持っている市民の

割合につきましては、前年度比で０.１ポイント増加をしております。主

管部局のふるさと創生部では、今後、数値の低い１０代から３０代の若

い世代への働きかけやＹＣＡＭの活用、大内文化関連事業、明治維新１

５０年関連事業などを通した取り組みを進めることとしております。 

 続きまして、４９ページでございます。 

 基本事業０２─０４─０３郷土の歴史や文化の保護・継承でございま

す。 

 指標①の指定文化財数につきましては、前年度と同数となっておりま

す。今後とも文化財への指定により重要な歴史文化資源の保護、保存に

取り組むこととしております。 

 指標②の文化財を活用したイベントへの参加者数につきましては、周

年記念事業等の開催によりまして、前年度と比較して７１９人の増とな

っており、引き続き目標値を達成しております。今後も事業の啓発活動

に取り組み、市民の関心を高めるように努めることとしております。 

 指標③の郷土の文化・文化財・歴史を知っている市民の割合につきま

しては、まちづくりアンケートの集計結果の数値でございますけれども、

前年度と比較して０.６ポイントの増となりましたが、１０代から３０代

の若年層の数値が低い状況でございます。明治維新１５０年に向けて文

化財や歴史に関する市民の関心は高まっておりますことから、幅広い層

に向け啓発活動や環境整備等に努めていくこととしております。 

 指標の④文化財・歴史に関する小学校への出前授業実施校数につきま

しては、平成２５年度からの後期まちづくり計画において新たに設定し

た指標でございます。平成２８年度は４回の出前授業を行いましたが、

今後も授業内容の工夫に努めるとともに、目標数値の達成に向けて出前

授業の回数増加に取り組んでまいることとしております。 

 続きまして、６１ページを御覧ください。 

 施策の０２─０５生涯を通して学び、よりよく生きるひとでございま

す。 

 この施策には、０２─０５─０１多様な学習機会の充実をはじめ６つ

の基本事業を定めておりますが、教育委員会に関係しますのは、０２─

０５─０３社会教育施設の整備・充実と、０２─０５─０５図書館サー
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ビスの充実の２つでございます。 

 この成果指標につきまして、次の６２ページを御覧ください。 

 指標①の生涯学習に取り組んでいる市民の割合につきましては、まち

づくりアンケートの集計結果でございますが、前年度比で１.１ポイント

増加をしておりましたが、低い数字で推移をしている状況でございます。

主管部局の地域生活部におきましては、引き続き、学習情報の周知や各

種講座の支援、公開講座の開催などに取り組むこととしております。 

 また、指標②の生涯学習の成果を家庭・地域に活かしている市民の割

合、こちらにつきましてもまちづくりアンケートの集計結果でございま

す。目標値よりも低い水準で推移をしております。主管部局の地域生活

部におきましては、今後も協力機関や地域づくり協議会、市民活動団体

などと連携しまして取り組みを進めることとしております。 

 続きまして、６３ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０５─０３社会教育施設の整備・充実でございます。 

 指標①の地域交流センターの利用者数につきましては、前年度と比較

して２万６,２６６人増加しておりまして、目標値を上回る中で推移して

おります。この主管課の協働推進課におきまして、今後とも講座や教室

の内容の充実などを検討し、定期利用団体や地域の団体等の自主的な活

動に対する支援を行うこととしております。 

 また、指標の②社会教育施設の充足度につきましては、前年度と比較

して０.２ポイント増加をいたしましたが、ここ数年ほぼ横ばいで推移を

しており、主管課の協働推進課におきまして、今後も地域交流センター

の整備や生涯学習施設の長寿命化対策など安全・安心な施設環境づくり

に取り組むこととしております。 

 続いて、６６ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０５─０５図書館サービスの充実でございます。 

 指標①の図書貸出点数につきましては、前年度と比較いたしまして８,

３４２点、率にして０.５６％の減となっております。 

 また、次の指標②の市民一人当たりの貸出点数につきましては、前年

度と同数となっております。全国的に図書離れが進む中、目標値と開き

がございますが、今後とも継続して図書資料の充実や新規利用者の増加

につながるようなイベントや講座の企画等に取り組み、目標値の達成を

目指していくこととしております。 

 また、指標③の市民一人当たりの１か月の読書冊数につきましては、

まちづくりアンケートの集計結果の数値でございます。これは、後期ま

ちづくり計画から新たに設定した指標でございます。数値はほぼ横ばい

で推移をしております。今後ともサービス計画や子ども読書活動推進計

画に掲げる諸施策を着実に進めていくことで、市民の読書冊数の増加に

取り組むこととしております。 
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 指標の④蔵書冊数につきましては、前年度と比較して１.５％増加をし

ております。今後も目標値の達成に向けて計画的に取り組んでいくとと

もに、市民ニーズを捉え、資料の新鮮さなど質的な面も重視した収集を

行っていくこととしております。 

 次に、６７ページでございますけれども、この６７ページにつきまし

ては訂正がございましたので、もう一つの資料④─１を御覧いただけれ

ばと思います。 

 資料④─１のページが打ってあります６７ページを御覧ください。 

 基本事業０２─０５─０５図書館サービスの充実でございますが、指

標⑤の地域資料点数につきましては、前年度と比較して５.７％の増とな

っており、今後も引き続き取り組みを進めていくとともに、質的向上に

も努めることとしております。 

 指標⑥の入館者数につきましては、平成２７年度と比較して増となっ

ております。イベントや各種講座の開催、地域と連携した取り組みなど

によるものと考えられますことから、今後はイベント、講座の参加者と

図書館利用を結びつけるような取り組みを進めることで目標達成を目指

してまいりたいとしております。 

 続きまして、また先ほどの資料に戻っていただきまして、７３ページ

を御覧ください。 

 施策０２─０６スポーツに親しむひとでございます。 

 この施策には、０２─０６─０１スポーツ活動の充実をはじめ５つの

基本事業を定めておりますが、教育委員会に関係する事務事業は、２８

年度はございませんでした。この施策０２─０６の成果指標は、次の７

４ページでございます。 

 成果指標のスポーツ活動に親しむ市民の割合につきましては、前年度

と比較して０.１ポイントの増となっておりますが、ここ数年はほぼ横ば

いで推移している状況でございます。主管部のふるさと創生部におきま

して、目標値の達成に向け市民の皆様のスポーツニーズや健康意識に対

応した施策の充実に取り組むこととしております。 

 以上で、事務局で行いました教育委員会に関係します施策、基本事業

の点検・評価についての説明を終わります。 

 続きまして、教育委員会が担当する事務事業につきまして、各課長か

ら説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 それでは、原田課長、お願いします。 

原田教育総

務課長 

 それでは、事務事業についての御説明をさせていただきます。 

 教育総務課から始めたいと思います。 

 すみません、資料は④─１の修正・追加等という薄いほうの資料２ペ

ージ分でございますが、１５─１と３３─１と表記した見開きの２事業
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について御説明をさせていただきます。 

 まず、基本事業、豊かな心と健やかな体の育成のうち、学校給食運営

事業についてでございます。 

 まず、２８年度の取り組み状況といたしましては、安全な食材を使用

した栄養バランスのとれた安全な給食を提供いたしております。食育を

推進する観点から地場産食材の活用に努めてきたところでございます。 

 下段の２８年度の実績でございますが、給食の実施回数は１８５日、

昨年とほぼ同日数でございます。また、食育指導を行った学校について

は５０校ということで、全小中学校で実施をしております。昨年度と比

べて１校減っているところは、嘉年小学校の減でございます。 

 また、その下段の使用食材の地産地消率でございますけども６５.２％

となっておりまして、前年度と比べてマイナス１.７ポイントの減になっ

ておりますけども、これは２８年度全国的な天候不順がございまして、

野菜の高騰とかがございまして、若干の減という形になっております。 

 それと、下段でございますけど、貢献度は中としておりまして、２９

年度の地産地消の目標値５９％は超えておりまして、順調に結果が出て

いるというふうに思っております。 

 また、山口市民間化推進実行計画におきましては、民間化する事業の

位置づけがございますけども、平成２８年度におきましては地元事業者

の受け入れ体制が十分整っていないということでございますので、実施

をいたしておりません。 

 次に、３３─１ページでございますけども、基本事業、幼児教育の充

実のうち、幼稚園教育推進事業でございます。 

 ２８年度の取り組みといたしましては、園児の状況に応じまして補助

教諭の配置をいたしております。補助教諭の配置内容にいたしましては、

子育て支援の補助、特別支援に対する補助、複式学級の補助でございま

す。 

 ２８年度の実績につきましては、まず総時間数でございますけども、

３万１,４８６時間、対前年度からふえております。配置人数につきまし

ても３４名ということで、前年度に比べて５名の増となっております。 

 また、成果指標でございますけども、園児１人当たりに対する補助教

諭の勤務時間も７６ということで、対前年度から１０時間ふえていると

いう状況でございます。２９年度の目標数値は６４でございますので、

目標数値をクリアしているという状況でございます。 

 事業費につきましては、人数がふえているのに事業費が減っているよ

うな状況になっておりますけども、これは実際その事業費の中には補助

教諭以外の欠員補充の教諭の方の事業費も入っておりますのでこういう

状況になっておりますが、補助教諭だけの事業費につきましては４５０

万程度増加をしているような状況でございます。 
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 また、下段でございますけども、貢献度については大といたしており

まして、今後も補助教諭を積極的に配置することで成果の維持を努めて

まいりたいというふうに考えております。 

 教育総務課については、以上でございます。 

宮原委員長  それでは、教育施設管理課、伊藤課長。 

伊藤教育設

管理課長 

 教育施設管理課分を説明いたします。 

 ２１ページをお開きください。 

 まず、小学校についての増改築事業でございます。 

 教室不足の解消として児童数の増加に対応した改善を行っておりま

す。平成２８年度につきましては大歳小学校の校舎、この増築工事を行

っております。また、解体工事、下水道切りかえ工事も行っておるとこ

ろでございます。 

 こちらが、教室不足解消についてのポイントになっておりますけれど

も、次の活動状況、成果状況、事業費の推移のところで、成果指標のう

ち教室不足解消校数が、２６年度実績が１、２７年度実績が１、２８年

度実績がゼロとなっておりますものは、２４ページ、この大歳小学校校

舎建築事業について、教室不足が解消されておりますけれども、この増

改築事業の中の成果としては上げておりませんので、ゼロとなっており

ます。教室の充足率といたしましては、２０ページの上から２段目、教

室充足率については少しずつ上がっている状況でございます。 

 次に、２２ページをお開きください。 

 同じく、小学校施設長寿命化事業でございます。 

 ２８年度といたしましては、おのおの校舎の長寿命化調査、設計工事、

放送設備、インターホン、インターネットにかかわるＬＡＮ整備、プー

ル改修をそれぞれ行っております。 

 次に、２３ページ、小学校施設安心安全推進事業でございます。 

 こちらの取り組みといたしましては、非常用通報装置、つり天井の撤

去設計工事の準備、多目的トイレ、網戸、遊具等に取り組んでおります。 

 次のページ、２４ページでございます。 

 大内小学校校舎増築事業でございます。 

 こちらは、２７年度からの継続工事でございまして、２８年度に校舎

が完成しております。また、給食調理場についても併設しております。 

 ２５ページからが中学校でございます。 

 中学校施設増改築事業でございます。 

 ２８年度の取り組みといたしましては、あすなろの第１教室、これを

２８年度に建設いたしております。また、白石にありますあすなろ第２

教室につきましては、設計をいたしております。平成２９年度に完了す

る予定でございます。 

 続きまして、２６ページ、中学校施設長寿命化事業でございます。 
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 こちらにつきましても、トイレの洋式化、放送設備、インターホン、

プールにつきまして、それぞれ実施いたしております。繰り越し分につ

いては書いてあるとおりでございます。 

 それから、２７ページでございます。 

 中学校施設安心安全推進事業、これは２８年度から事業立てしたもの

でございます。屋内運動場の避難場所としての機能を高めるためにつり

天井撤去等の設計を行っております。２８年度は、大内中、白石中の設

計を行いました。それから、繰越事業といたしましては、書いてあると

おりでございます。 

 ２６ページと２７ページ、ちょっとわかりにくいですが、このつり天

井につきましては、２７年度までは中学校施設長寿命化事業に入ってお

りました。それから、２８年度から本格的につり天井の撤去を始めると

いうことで、２８年度から別に事業立ていたしまして、新しく中学校施

設安心安全推進事業ということでつくったものでございますことから、

２６、２７の実績については、ハイフンと表現いたしております。 

 つり天井の撤去につきましては、小学校と中学校で進めておりまして、

特に、２８年度の熊本地震で屋内運動場における天井落下を受けまして、

２８年度の設計、それから２９年度、３０年度に向けて設計調査を急い

でいるところでございます。 

 めくりまして、２８ページから幼稚園施設でございます。 

 こちらの幼稚園施設安心安全推進事業といたしましては、遊具改修と

下水道切りかえ工事に取り組んでおります。 

 それから、４２ページでございます。 

 教育施設管理課が取り組んでいる中で、芝生化事業ということがござ

いまして、これのみ施策０２─０３家庭、地域、学校の連携ですくすく

と育つ子どもの施策の中に入れております。嘉川小学校それから名田島

小学校においてグラウンドの芝生の維持管理に取り組んでおります。こ

ちらの取り組みについて上げております。 

 教育施設管理課からは、以上でございます。 

宮原委員長  それでは、学校教育課、江山課長。 

江山学校教

育課長 

 それでは、学校教育課でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 学習支援事業について御説明いたします。 

 この事業は、児童・生徒の確かな学力の定着や特別な支援が必要な児

童・生徒への対応など児童・生徒一人一人の個性に応じたきめ細やかな

指導のため特別支援教育事業補助教員、確かな学力アシスト事業補助教

員などの補助教員を配置しております。補助教員を配置することにより、

児童・生徒へよりきめ細やかな指導ができております。今後も各学校に

おいて、本務者と補助教員とがより密接な連携がとれた組織づくりを進
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め、指導に工夫改善を行うことにより事務の効率化と確かな学力の定着

を図るものでございます。補助教員の配置数は、平成２７年度と比較す

ると、学校の実情やクラス編成等の事情に伴い３名増加しております。 

 続いて、１２ページをお願いいたします。 

 コミュニティスクール推進事業について御説明いたします。 

 この事業は、児童・生徒が生き生きと学び活力ある開かれた学校づく

りを行うため、さまざまな特色ある学校づくり、地域と連携した学校運

営の研究・実践について支援を行うものでございます。 

 ２８年度は、コミュニティスクールコンダクターを１名配置するとと

もに、市内の６中学校区をモデル校区に指定し、各学校の取り組みの支

援、学校間の情報交換、先進的な取り組み事例の紹介などを行い、市全

体としてコミュニティスクールの取り組みが進むよう支援をいたしたと

ころでございます。地域とともにある学校づくりが着実に進みつつあり

ます。地域の力を授業で活用している学校の割合は１００％になってお

ります。 

 続いて、１３ページをお願いいたします。 

 情報教育環境整備事業についてでございます。 

 情報教育の必要性が増す中で情報教育の環境整備が急務となっており

ます。本市におきましては、小中学校におけるＩＣＴ教育の推進、校務

の情報化を進めるため、教育用及び校務用コンピューターの計画的な更

新を行い、ネットワーク環境整備として統合管理システムやファイルサ

ーバーシステムを導入しております。また、情報教育の一層の充実に向

けて支援するための専門的職員として、情報教育指導員、情報教育支援

補助員を増員し、９名の配置をいたしたところでございます。 

 さらに、平成２６年度から小中学校にモデル校を選定し、タブレット

端末の導入についての実証・実験授業を行い、成果報告書と活用事例集

を作成しております。 

 このほか、平成２８年度は、中学校教員向けにタブレット端末を３７

０台導入、学級数の半分の拡大提示装置９５台も導入しております。 

 今後も、市立小中学校の児童生徒が情報化に対応した教育を受けるこ

とのできる無線ＬＡＮ環境も含めた情報環境整備を進めてまいります。 

 続いて、１４ページ、英語指導助手配置事業について説明いたします。 

 市内の小中学校及び適応指導教室にＡＬＴを配置しております。平成

２４年度から新中学校指導要領が全面実施され、身近な言葉について幅

広いコミュニケーションを図ることができるようにすることを目指し

て、外国語科の授業数は各学年１４０時間となったところでございます。

平成２８年度については、小学校に６名、中学校に４名を配置いたしま

した。配置日数につきましては、前年度、前々年度と比較して、ほぼ横

ばいとなっております。ＡＬＴの配置により、児童生徒の外国語に対す
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る興味・関心が高まり、コミュニケーション能力が向上しております。 

 続いて、１７ページをお願いいたします。 

 子ども芸術体感事業について御説明いたします。 

 幼稚園のホール、小中学校の体育館等を会場として、音楽、演劇公演

を行っております。生の舞台を身近に鑑賞することにより、園児、児童

生徒の豊かな感性が育まれており、成果は順調に上がっております。こ

の授業でふだん触れることが少ない生演奏や上演が授業の一環として鑑

賞でき、美しい人間形成の一助となり、健全な青少年の育成が図られて

おります。 

 続いて、１８ページ、子どもの笑顔づくり支援事業でございます。 

 児童生徒の誰もが笑顔で楽しい学校生活を送ることを目指して、不登

校の児童生徒に対する専門指導員の派遣や指導、保護者に対する相談体

制の充実などにより、不登校問題やいじめ問題の解消に取り組んだとこ

ろでございます。 

 また、平成２６年度に山口市いじめ防止基本方針を策定し、その基本

方針のもと、いじめ防止等の取り組みを市全体で組織的に進めるために

山口市いじめ問題対策協議会を開催いたしております。授業に適応でき

なかった児童生徒や不登校の児童生徒が学校への復帰に向けて、よい傾

向が見受けられ、成果も上がっております。 

 続いて、１９ページ、学校図書館整備推進事業についてでございます。 

 「日本一 本を読むまち」を目指し、子どもの読書環境の充実を図る

ため、国の地方財源措置に基づき、図書の整備を行うとともに、図書館

指導員を配置しております。 

 学校図書館図書標準につきましては、平成２５年度に全校１００％達

成しており、今後もさらに学校図書館における図書の充実を図ってまい

ります。児童生徒１人当たりの貸し出し冊数は、前年度、前々年度と比

較するとほぼ横ばいとなっております。 

 また、資格を持つ図書館指導員については、平成２７年度同様に２２

名を配置することにより、５０校の小中学校全てをカバーしております。

これにより、学校図書館の機能の充実とともに、教員の読書指導力向上

を図ることが期待されるところでございます。 

 続いて、３０ページをお願いいたします。 

 学校教育研究事業について御説明いたします。 

 当面する教育課題について、研究委託の実施や各種研修等を開催し、

その成果を学校教育の充実や改善に生かすために各学校の研究会から要

望があったすぐれた研究を選択し、学校の研究会に委託しております。

本事業により、教職員の資質向上につながっており、成果は上がってお

ります。 

 続いて、３２ページ。就学の支援についてでございます。 



- 27 - 

 要・準要保護児童就学援助事業について御説明いたします。 

 経済的理由により、就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品

費、給食費等の援助費を支給しております。平成２５年度までは広報等

により保護者へ周知が図られたことや、景気の低迷による影響が継続し

ていることなどから、支給対象者は増加しておりましたが、平成２６年

度以降は微減となっており、平成２８年度は前年度と比較して７７人減

少しました。当事業は、真に就学困難な児童生徒への支援制度とするこ

とにより、より効果的な支援が可能となるものでございます。 

 続いて、３４ページでございます。幼児教育の充実についてでござい

ます。  

 私立幼稚園就園奨励事業について御説明いたします。 

 私立幼稚園に就園されている保護者の経済的負担を軽減し、入園料及

び授業料を減免した私立幼稚園に対し、市が減免額を補助しております。

このことにより、幼稚園教育の普及・奨励を図っております。本市は国

の補助限度額内で授業料を減免しておりますが、平成２８年度は、平成

２７年度と比較すると補助金支給人数は２８６名減少し、補助金額は２,

１２１万３,０００円減少しております。 

 学校教育課からの平成２８年度事務事業の事後評価の報告についての

御説明は以上でございます。 

宮原委員長  それでは、社会教育課、お願いいたします。 

井上社会教

育課長 

 それでは、社会教育課所管分の主な事務事業について御説明をいたし

ます。 

 まず４０ページをお開きください。 

 子育て講座開催事業でございますが、乳幼児から思春期までの子ども

を持つ保護者を対象に、「子そだてマナビイ」等の家庭教育講座を開催

いたし、家庭教育の充実を図っております。 

 中ほどの表にございます成果指標の①にありますとおり、市が主催す

る講座への参加者数は、子そだてマナビイ講座への参加者数でございま

すが、平成２８年度が１８７人で、平成２７年度は２３７人でございま

した。講座への参加者数は若干の減少となっております。今後とも受講

者ニーズに沿った講座の提供や内容の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、４３ページをお開きください。 

 地域ぐるみ子育て支援推進事業でございます。 

 この事業では、地域協育ネット推進事業と「やまぐち路傍塾」事業を

柱といたしまして、地域の持つ教育力の発掘、活用によりまして、子ど

もたちの学びや育ちを地域ぐるみで支援するものの仕組みを推進いたし

ております。 

 その中で、平成２８年度から各小学校にコーディネーター配置のため
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の謝金等の委託料を支払っておりまして、地域と学校を結ぶ大切な役割

を担っていただいております。 

 また、中ほどの表にございます成果指標の①子育て支援推進事業年間

協力者数でございますが、平成２８年度は９,５２８人となっておりまし

て、多くの方に学校ボランティアとして協力いただいたところでござい

ます。 

 また、成果指標②のやまぐち路傍塾の年間活動件数は、平成２８年度

は２,０６１件となり、平成２７年度の２,１７０件から約１００件減少し

ておりますけれども、昨年度はやまぐち路傍塾の新規登録者をふやしま

して、また、活動の場をより地域にも拡大しているところでございます。 

 今後とも地域協育ネットとやまぐち路傍塾の連携によりまして、さら

なる地域の教育力の向上を推進してまいりますとともに、コミュニティ

スクールと一体的な推進を図ることで学校、家庭、地域の連携により、

継続性のある教育支援活動の充実や地域と学校をつなぐ地域教育コーデ

ィネーターの活動を一層充実していきたいと考えております。 

 続きまして、４６ページをお開きください。 

 子どもの居場所づくり推進事業でございます。 

 これは、市内の主に小中学生を対象にいたしまして、放課後や週末を

中心に自然体験やスポーツ、文化活動等、地域の特性を生かした多様な

体験活動等の場を提供いたし、青少年の豊かな人間性や生きる力を育む

ことを目標としております。 

 成果指標の事業での年間参加者数は、平成２８年度は８万９,６４５人

となり、平成２７年度の２万５６５人から約９００人減少いたしており

ます。当該事業は、地域の多くのボランティアの方によって支えられて

いることから、今後も事業継続には指導者、協力者等の育成や関係団体

の協力が不可欠となっております。 

 続きまして、次に６４ページをお開きください。 

 社会教育活動推進事業でございます。 

 この事業は、地域交流センター活動推進委員会が実施いたします、各

種の社会教育活動や生涯学習活動に対しまして補助金を交付いたしてお

ります。 

 成果指標の講座開催参加者数は、平成２８年度３万８９人となってお

ります。平成２７年度は３万６３７人で、約５００人減少しております。 

 今後とも、地域交流センターを核といたしました集いや学びを通じて、

多様化、高度化する市民の学習ニーズに対応した講座等を開催してまい

りたいと考えております。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 若者学びの広場の開催事業でございます。 

 この事業は、地域づくりの担い手となる若い世代の市民が地域づくり
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活動に携わることにつながりを深めながら、地域の担い手としての素養

を育むことができるよう、各地域交流センターで若者が参加する事業を

展開いたしたところでございます。各種の社会教育活動や生涯学習活動

に対し、各地域交流センターに業務を委託し、事業を行ったところでご

ざいます。 

 成果指標となる地域活動への参加者数は、平成２８年度１,８７２人と

なっており、平成２７年度と比べると約７００人増加いたしております。

地域交流センターなどの創意工夫によりまして、参加者数は増加してお

ります。 

 今後とも各地域に御協力を賜りながら、年間を通じて、継続的な参加

を促す取り組みや地域資源の掘り起こし、地域ぐるみで若者の定住、定

着を意識した取り組みを行い、協働によるまちづくりを推進するための

ライフステージに応じた人材育成を推し進めたいと考えております。 

 以上で社会教育課分の説明を終わります。 

宮原委員長  文化財保護課、磯部課長、お願いします。 

磯部文化財

保護課長 

 文化財保護課所管分の事業について、御説明を申し上げます。 

 １１事業ございまして、主なものについて御説明を申し上げます。 

 まず、５０ページをお開きください。 

 大内氏遺跡保存修理事業でございます。 

 大内文化を築いた大内氏ゆかりの史跡の整備を行う事業でございまし

て、平成９年度から実施してまいりました館跡の復元整備が一段落をい

たしましたことから、館跡第１期整備事業の報告書を作成いたしたとこ

ろでございます。 

 また、今後の整備を実施していくに当たりまして、昭和５５年度に策

定をいたしました保存管理計画というものがございますが、これがもう

現状と合わないということから、文化庁の指導により、これの全面的な

見直しを行うことになりまして、それを昨年度から実施をいたしており

ます。見直しは今年度から整備に着手いたします築山の整備を先行して

行いまして、残る３遺跡につきましても、平成３０年度までに策定をす

る予定でございまして、列挙の歴史遺産の保存継承につきまして、貢献

度、成果とも大きく上昇いたしておるところでございます。 

 次に、５１ページの大内氏歴史文化研究事業でございますけれども、

大内氏に関する調査・研究並びに資料調査を行っております。その研究

の成果を市民に還元を行うものでございまして、昨年度は通常の講座、

講演会に加えまして、洞春寺の資料調査を行いましたけれども、これに

関連する講座を２回実施いたしまして、そういう講座・講演の理解度が

８１％にまで増加したところでございます。 

 次に、５２ページ、大内氏遺跡ガイダンス事業でございます。 

 整備された史跡等の公開並びにガイダンスを行うとともに、関連する
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イベント、企画展を行うなど、史跡等に親しみを覚え、身近なものとし

て愛着を持つ動機づけとなっておりまして、成果状況といたしましては、

一昨年のテレビ放映の影響がなくなった分、やや減少いたしましたけれ

ども、貢献度は大きいものと考えております。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 名田島南蛮樋保存整備事業でございます。 

 江戸後期の干拓遺跡でございますけれども、平成１９年度に整備基本

計画を策定いたしまして、史跡公園として活用できるように、必要な各

調査を実施する一方で、平成２８年度には整備に向けての基本設計を行

い、適切に整備・保存を行えるように着実に進捗をしておるところでご

ざいまして、貢献度、成果は向上しているところでございます。 

 ５５ページの鋳銭司・陶地区文化財総合調査事業につきましては、先

ほど概況報告のところの報告でございましたけれども、事業が進捗して

いっているところでございます。 

 次に、５６ページの常徳寺庭園の保存整備事業でございます。 

 この常徳寺庭園につきましては、近世初頭に策定された池泉庭園でご

ざいまして、平成１２年に国の名勝に指定されております。昨年度は、

２９年度に施工予定工事の実施設計を行いまして、今後、整備が行われ

ていくということで、成果の向上が示されております。 

 続きます５７ページ以降の資料館の管理運営事業につきましては、郷

土の文化財や歴史を紹介しておりまして、上位の基本事業への貢献度と

いうのは、おおむね中になりますけれども、企画展の開催や親子ファミ

リーデーの企画、あるいは複数館の連動の文化財拠出の開催など、入館

者増の取り組みを進めておりまして、成果の向上に努めています。 

 以上で文化財保護課の説明を終わります。 

宮原委員長  ありがとうございます。 

 中央図書館、山田館長、お願いします。 

山田中央図

書館長 

 ６８ページをお願いいたします。 

 基本事業、０２―０５―０５、図書館サービスの充実について、事務

事業の説明をさせていただきます。 

 主要な事業として５事業挙げておりまして、そのうち、まず図書館管

理運営事業でございます。 

 山口市では、御案内のとおり、中央、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿

東の６図書館の管理がございまして、この管理運営を行う事業でござい

ます。 

 図書館では、利用者の求める資料ですとか、貸し出し、返却、予約、

リクエスト、予約レファレンスなどを通した図書館サービスを提供する

ために、職員とともに嘱託、臨時職員を雇用いたすなど、各館の機器設

備を適正に維持管理を行ってまいったところでございます。 
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 ２８年度は経年劣化をいたしました小郡図書館のブックディテクショ

ンの更新を行ったところでございます。 

 また、指標につきまして、開館日数につきましては、中央図書館のみ

祝日開館を行っておりますので、６館を合計したものがここに上がって

おります。 

 貸し出し点数、入館者数でございますが、貸し出し点数につきまして

は若干減少、入館者数は若干増となっておりますが、この要因につきま

しては、昨年、２８年７、８月にＹＣＡＭのほうのメディアテクノロジ

ーと市民をつなぐ教育プログラムの一つでございます「コロガルガーデ

ン」の開催がございまして、その間の入館者数５万３,０００人余りでご

ざいますが、その方が図書館にも流れてきたということが結果となって

おります。 

 次に、７１ページの学校図書館支援サービス事業でございます。 

 学校図書館指導員と連携いたしまして、機能強化を図るために図書館

から研修会の開催、モデル校への人員配置等を行っております。 

 また、ブックトーク、その他学校の依頼に応じた協力をいたしており

ます。 

 全般的に申しまして、ブックトークの依頼や団体貸し出しの貸し出し

冊数の増加を希望して積極的に利用がある学校がある一方で、中学校を

中心に活用があまりなされていないという状況がございます。 

 それから、次に７２ページでございます。 

 図書館活用推進事業といたしまして、市立図書館は、御来館いただい

たり、予約などシステムにアプローチしていただいたりいたしまして、

図書館の資料を活用していただくことで、その設置目的を果たすもので

すので、そうした図書館活用推進につながる事業を行ったところでござ

います。新たに利用層拡大を図るための活動を継続して実施しておりま

す。 

 図書館の事業といたしましては、６館全体で行いますワイワイ図書館

ですとか、定期的な読み聞かせ、それから各館で時期をずらしての図書

館まつりなどを実施いたしますとともに、各館独自で重点的な取り組み

を行っております。 

 中央図書館では、明治維新１５０年を迎えまして、図書館薩長同盟と

銘打ちました講演会、企画展示を行ったところでございます。その後の

講演会の参加者で図書館利用者に対しまして、バッグをプレゼントする

という企画を行い、一度に１００人の新規登録者をふやすことができた

ということもございました。 

 また、市民アンケートの実施を行いまして、本年取り組んでおります

サービス計画の策定に生かしているところでございます。 

 こうした行事の参加が図書館利用のきっかけとなって、継続的な利用
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につながるよう、今後も取り組んでまいります。 

 以上で、各課からの事務事業の説明を終わります。 

礒部教育部

次長 

 教育委員会でのこれからの点検・評価の作業の流れについて、御説明

させていただければと思います。 

 まず、本日でございますが、これまでの事務局の説明に対しまして、

皆様から御質問や御意見をいただければと思います。 

 それから、教育に関して学識経験を有する方の知見の活用といたしま

して、昨年度を参考に教育全般、学校教育、社会教育のお立場からそれ

ぞれ１名の方をお願いし、御意見をいただくとしています。その方の名

簿につきましては、資料④－１の最後に載せております。山口大学の教

育学部の学部長さん、山口県教育会の事務局長さん、山口市社会教育委

員会議の議長さんの３名の方にお願いをしております。 

 次回の７月の定例会では、学識経験者の方の御意見を教育委員の皆様

に御確認いただきまして、その辺も踏まえまして、また点検・評価をお

願いしたいというふうに考えております。 

 また、８月の定例会では、この点検・評価に係る報告書の案として取

りまとめたものをお示ししたいというふうに考えております。 

 事務局におきましては、委員の皆様の御意見を主要な施策の成果報告

書にきちんと反映させていきますとともに、今後、来年度予算に向けた

取り組みにも御意見をしっかりと反映してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上で事務局からの説明を終わらせていただきます。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 それでは、協議第１号について、最後の流れまでも含めて、何か御質

問ございませんか。 

竹内委員  ５,０００人のまちづくりアンケートですが、この回収率はどれぐらい

ですか。 

礒部教育部

次長 

 １,９７９件の回答があって、率としては３９.４％でございます。 

宮原委員長  ほかにはございませんか。 

佐藤委員  この指標について、よくわからなかったところがあって、例えば１１

ページの地域の力を授業で活用している学校の割合は、もともと基準値

が１００で目標値が１００で、ずっと１００だったりとか、１５ページ

の食の指導とか、特に３１ページが気になったのですが、３１ページの

経済的理由で就学できない児童生徒数はゼロ人が基準値で目標値もゼロ

だったというときに、もちろんスタート時点で目標が達成されていて、

それがずっと維持されているかという指標も大切だと思いますけど、そ

もそもその指標自体を見直すということはあるのでしょうか。例えば先

ほどの、まちづくりアンケートとかだと、どちらかというと主観的な項
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目がありましたけれども、３１ページで、そもそもこの目指す姿は経済

的負担が軽減されていることで、学校に行けていたら経済的負担は軽減

されているのかなと思ったら、最低限が学校に行けているということで、

もう少し高めの指標というか、もう少し達成目標を上げるような指標も

あってもいいのかなというふうに思ったところです。 

 以上です。 

宮原委員長  ありがとうございました。礒部教育部次長。 

礒部教育部

次長 

 成果指標については、今、御指摘がありましたように、１００％を最

初から達成しているとか、そういった指標もございまして、本当にこれ

が指標として適正なのかどうかというところは、市全体でもきちんと精

査していって、その成果をあらわす物差しとして適当だというところの

精度を高めていかないといけないというのが、課題としてございます。 

 この成果指標は、今の総合計画を１０年前に策定したときに、設定し

ております。１０年間を通した経年変化と申しますか、１０年間を通し

てどういうふうに変わっていったかというようなところで、年度の途中

で成果を変えるということがしづらい状況がございまして、そうしたこ

とから、当初に設定したものが今までずっと続いているというところが

ございます。 

 また、今の総合計画がことしで終了いたしますので、現在、来年度以

降の総合計画の策定作業を進めているところでございます。その中で成

果指標が妥当かどうかというところも、あわせて検討している状況でご

ざいます。 

宮原委員長  よろしくお願いします。 

 ほかには御意見ございませんか。 

佐々木委員  １３ページの情報教育関係の情報教育指導員と情報教育支援補助員を

配置してくださって、９名いらっしゃるということですが、これは市内

の各学校を９名で回られるようなスタイルで活動されているのでしょう

か。それとも特定のところに主にいらっしゃるのでしょうか。 

江山学校教

育課長 

 特定の学校を１校決めて、その者が何校かを持ちまわって、全部の学

校をカバーできるようにしております。 

佐々木委員  学校の先生から情報関連機器の使い方ですとか、あるいはホームペー

ジの作成、更新など、ニーズも大きいと思いますので、今後、ぜひ充実

させていっていただきたいなというふうに思ったものですから、本筋で

はないかもしれませんがお尋ねしたところです。ありがとうございまし

た。 

宮原委員長  ほかにはございませんか。 

山本委員 基本的なことをお尋ねしてもよろしいでしょうか。 

 成果指標についてですが、私が教育委員会事務局に所属していてとき
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に、議会の教育民生委員会の中で、教育にそもそも成果指標は要るのか

と、なじまないのではないかと言われた議員さんがいらっしゃいます。

私もつい、ありがとうございますと言った覚えがあるのですけれども、

この成果指標というのは今後、今から検討していく上で、成果指標は要

らないのではないかということも視野に入れての検討になるのでしょう

か。それとも、これは市で統一された見解だから、どの施策にも成果指

標が必要になるということなのでしょうか。 

宮原委員長  中谷教育部長さん、お願いします。 

中谷教育部

長 

 その話が市役所の中でもずっと続いておりまして、平成１５年ぐらい

に事務事業評価システムというものを試行的に導入し始めて、特に議論

になり続けているのが、教育と文化でございます。最終的に目指す文化

性の高さでありますとか、生活水準の高さ、質など、いわゆるクオリテ

ィーを求めることについては、その目標を設定すること自体がそもそも

ナンセンスであったりしもいたします。 

 それから、先ほどの佐藤委員さんからあったような、例えば生存権で

あったり、教育を受ける権利のような、達成できていて当たり前のこと

を行政の達成目的として、ある程度設定はしておくということも必要で

あったりとか、当たり前のことをやっていく中で、こういう議論の時間

も含めて、事務の時間も含めて、事務職員の事務負担の問題であったり

とか、そういうことも含めて、延々と議論が続いております。それを省

略化しましょうというふうに動き始めたときには、ない項目についての

質問が出始めるので、またそれでふえていく。ふえると、またそんな無

駄なことはやらなくてもいいのではないかということで減っていくとい

うようなことを繰り返えされるのが、このいわゆる点検・評価の項目の

議論では多いと思います。 

いずれにしろ、今、まさに御指摘のことは、我々行政職員も一番悩ん

でいるところでございますし、そのときにいつも議論の最終的なところ

で出てくるのが、市民にわかりやすかったり、こういうことをそもそも

知らない人たちにもわかる情報提供であったり、説明責任を果たす努力

をしましょうという結論になって、全ての項目が出てきて、事務がふえ

るという方向になりがちでございます。そういう意味では、今回のこの

内容も、ここまで必要なのかとか、こんなに無理してまで成果指標を定

めなきゃいけないのかというような見え方はあるかと思いますが、現状

でいくと、全事業評価ということを堅持しているのが山口市の状況でご

ざいます。 

宮原委員長  難しいですね。 

山本委員  そもそも、補助教員１人当たりの児童生徒数とか言われても、補助教

員の質はどうなっているのと言われたときに、全くナンセンスな意味の

ない数値になってしまいますよね。だからといって、私も県に在籍して
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いたときもそうだったのですが、食育の関係で、朝うんちに行く子ども

の数など、そもそもどうなのっていうのがいっぱいありまして、何とな

く、もやもや感が残ってしまうのです。すみません、愚痴になって申し

わけありません。 

宮原委員長  先ほどの指標の妥当性も含めて、難しいところですが、また、議論は

答えが出ない部分があるかもしれないですけど、こういう意見が出てお

りますということも伝えていただきながら、妥当性、そしてこういうふ

うに数値化して評価したり、見せたりすることの意味というのも考えて

いかないといけないなと思いますので、よろしくお願いします。 

山本委員 私が聞き漏らしたのかもしれませんが、２７年度から２８年度にかけ

て、予算がぽこっとふえているところがありますが、何が原因なのでし

ょうか。 

江山学校教

育課長 

 １７ページの子ども芸術体感事業のところだと思いますが、２８年度

にＹＣＡＭとの連携事業といたしまして、「スポーツ・ハッカソン」と

いうＹＣＡＭの事業を新たに市教委に取り入れましたので、それが増加

分でございます。スポーツ・ハッカソンは、児童がスポーツを通じてテ

クノロジーと触れ合うような機会を提供するということで、メディアを

使った新しい運動会をつくろうということをやっております。それを何

校かの学校でもやっていくということで、ＹＣＡＭとの連携事業で４６

０万円ほど増加しているところでございます。 

山本委員  もう１件よろしいですか。イングリッシュキャンプについてですが、

平成３２年からの新しい学習指導要領になって、もう移行もはじまって

いますが、外国語活動が英語科になり、５、６年生で教育課程が１時間

ふえます。そうしたときに、学校の教育課程では実数が足らないので、

その改善策として、１５分単位のモジュールであるとか、いろんな例示

の中に、夏休み、冬休みを含めたイングリッシュキャンプの実施もその

実数として例示が出されたところです。そのイングリッシュキャンプの、

いわゆる学校教育の中のキャンプと、この事業で言うイングリッシュキ

ャンプというのはまた別物だろうと思いますが、いずれそれが、何がし

かの形でそういうふうな方向になっていくような質のものですか。 

井上社会教

育課長 

 イングリッシュキャンプを行っているは、社会教育課でございますが、

今現在の状況につきましては、小学校の英語科にはなるんですけれども、

学校教育課で直接雇用されていらっしゃるＡＬＴさんたちが、地域で英

語だけのコミュニケーションスキルを使った学習のような形で、ワンデ

ーキャンプという形で行っております。これとの教育課程の整合性につ

きましては、学校教育課と社会教育課で、現在、検討中でございます。 

山本委員  私が言いたいのは、イングリッシュキャンプでまとめ取りをした実数

の確保というのは、継続的に子どもたちに養っていかなきゃいけない学

習活動からすれば、ややナンセンス感を感じて、単なる文部科学省の思
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いつきでしかないような気がしているので、あまり本気で考えないほう

がいいのではないかという意見です。 

宮原委員長  ありがとうございました。 

 ほかにはございませんか。佐々木委員さん。 

佐々木委員  過去二、三年ぐらい、学識経験者の方からの知見について、意見を述

べさせていただいておりまして、その引き継ぎがなされていればいいの

ですが、私が申し上げたのは、事実誤認に基づく御意見が含まれていた

り、あるいは学識経験者の個人的な教育に対する思いが述べられていた

りするようなことがあって、あくまで教育委員会として行う事務の点

検・評価について御意見を頂戴するというのが本筋だろうと思いますの

で、そこらあたりのところを御依頼なさるときにお願いをできればとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

岩城委員  今回から、ＰＴＡの方が抜けているようですが、そういうところが関

係しているのでしょうね。 

原田教育総

務課課長 

 ３名の方に御依頼をさせていただいたわけでございますけども、今言

われたような件につきましては、依頼するときに、しっかりと伝えさせ

ていただきまして、趣旨をしっかりとお願いいたしたところでございま

す。また、出てきた御意見等につきましては、また次回の教育委員会の

中で御提示させていただきますが、そういったものをしっかりとまとめ

させていただければと思います。 

佐々木委員  ありがとうございます。 

宮原委員長  学識経験者の方もいろいろな思いがおありだと思いますし、こんなに

たくさんの資料を確認したのに、ほかのこと言ったらだめということは

ないかと思いますので、それとこれとは別なところで御意見をいただく

ような形があるとよろしいかなと思います。評価の部分と個人的な御意

見を分けて考えたらいかがでしょうか。評価とは別の御意見が、評価の

形として残るわけではありませんけれども、こういうのを御覧になって、

個人的に御意見をお持ちでしょうし、思いもありますし、せっかく全部

御覧になったのだったら、いろいろな御意見もあるかもしれませんので、

点検・評価をお願いする部分とは、別口で御意見をいただくとすればよ

いと思います。ここしか言ってはいけないとなると全部盛り込みたくな

るのではないかなと思って心苦しいです。お願いはしているけど、これ

以外のことは言ってはだめとなると難しいのかなと思いますので。 

中谷教育部

長 

 最終的には、事務局としての報告書のまとめ方の話しになろうかと思

いますので、検討させていただければと思います。 

宮原委員長 

 

 そうですね。そうしていただければと思います。 

 他に、御意見等がないようでしたら、本日の付議案件については終了
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いたします。 

 次回の定例会は、こちらの第２会議室で、７月２５日（火）午後２時

からの予定です。よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、平成２９年第８回教育委員会定例会を閉会いたし

ます。みなさま、お疲れさまでした。 

署名 上記のとおり相違ありません。 

 平成２９年６月２８日 

 

委員長              

 

署名者              

 

署名者              

 

会議録調製            

 


